Ｍ．Ｈ．Ｗ．ＣＩＶＩＬ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ニューズレター
[image: image1.bmp]

地域共生情報
特定非営利活動法人　医療と保健と福祉の市民ネットワーク東海（ＭＨＷ）　TEL/FAX052-931-3315


　　　　　



2003年


１・２月号





2003年


措置から支援費制度への大きな節目





ＭＨＷ理事長　伊藤光保





新年からはや１ヶ月余りが過ぎました。2003年は、介護保険報酬の小改定があり、来年夏の国の予算の概算要求では、２００５年の大改定の方向性が見えてくる、またハンディキャッパーに対する福祉も、措置から支援費制度に変わる重要な節目であると考えています。皆様の、より一層の御協力をいただいて、市民福祉のためにはこうあるべきなのだといった声を大きく上げていきたいと考えています。本年もよろしく御願い致します。


介護保険報酬の小改定につきましては、要介護１～２の施設利用料の１割程度の切り下げと、ホームヘルプサービスでの３系統の最低価格である家事援助を無くし、複合型に吸収させて生活支援型とすることでの３割程度の引き上げが、ほぼ確定したようです。ケアマネ報酬につきましては、必要条件がそろわないケアプランは３割程度切り下げ、４種類以上利用し訪問とサービス担当者会議を行っていれば１０００円程度引き上げるという方向が出されてきているようです。


　支援費制度につきましては、利用量に上限を設けようとする厚生労働省の方針が出され、それに対し当事者団体から強い批判が起こっているところであります。これは当事者だけの問題ではなく、地域で自立支援をして行くという市民福祉の根幹に関わる問題であると考えます。一般市民からも批判の声が上がらなければ可笑しいものであると思いますが、まだあまり新聞報道もされていません。当事者団体を支援するという形で皆様も大きな声を上げていただきたいものと考えます。


　２００５年の介護保険制度大改定につきましては、ケアマネを１級と２級に分けて報酬に差をつけたいという情報が入ってきました。昨年から行われていますリーダー研修を受けられた方を１級とするということも考えられていたようですが、在宅介護支援センター側の対応に、当団体が以前から指摘してきたように非常に悪いものがあり、まず無理だろうと考えられます。今回、厚生労働省の支援もあって、日本ケアマネジメント学会が認定ケアマネ制度を発足させました。これを取ると１級認定となる可能性が出てきています。


　本年は愛知県で日本ケアマネジメント学会の総会が持たれる予定ですので、比較的この認定も受けやすいのではないかと考えます。条件は、総会出席１回以上と研修会出席と併せて３回以上何らかの会に参加することと、３０件の居宅介護支援事例報告書の提出ということになるようです。当団体の研修会も、できれば日本ケアマネジメント学会の認定研修会になるように工作して行きたいと考えています。皆様方の御支援をよろしく御願い致します。








●日本一の特養ホームづくりを目指す素敵なスタッフたちとの出会いから学んだこと（p.2･3）


●ナウマンぞうの突撃レポート⑤「デイサービス　のんびり」（p.4･5）


●情報クリップ　3/1「介護保険の見直しに関するシンポジウム」（p.6）
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